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１．CPRAが権利処理を受任する利用の範囲

音楽（CD）実演 放送二次使用料

放送用録音権使用料

貸与使用料・報酬

私的録音補償金

映像（放送）実演 国内における放送（BS/CS）

国内における有線放送

海外における放送・有線放送

ビデオグラム化

送信可能化

ＩＰマルチキャスト

私的録画補償金

その他



２．CPRAが管理する各マスタ

１．権利者マスタ

個人マスタ： CPRAに委任する実演家に関する様々な情報（受任す
る利用区分、分配先、その他個人情報）を管理する

組織・団体マスタ： CPRAやCPRA構成団体に関わる芸能・音楽事務所や
権利団体等を管理する

２．音楽作品マスタ

カタログマスタ： 分配対象となった音楽CDなど、パッケージとして発売さ
れた音楽カタログの情報を管理する

楽曲マスタ： 分配対象となったカタログに収録された楽曲を１曲ごと
に、アーティストや演奏家の情報を管理する

３．映像作品マスタ 番組マスタ： 分配対象となった放送番組と、出演した実演家の情報
を管理する
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３．映像実演の利用者が行う「権利処理」の流れ

１

２

事前チェック

番組の利用許諾を申請するにあたり、出演者の委任先が、音事協なの

か、CPRAなのか、個別に管理されているのか等について、権利者団体

に事前にチェックを依頼する。

許諾申請／使用料の支払い

事前チェックで判明した委任先に対して、それぞれ許諾申請をし、許諾

を得て利用を行い、使用料を支払う。



４．情報共有への取り組み

映像委任者公開システム

■CPRAに映像実演の権利処理を委任する権利者のリストを公開

■実演家名を入力して検索することにより、該当する実演家の利用区分ごとの

CPRA委任状況や、所属事務所、所属実演家団体、それらの履歴、委任期

間等が表示される



５．委任者公開システム概要

（１）実演家検索

• 検索したい実演家の名前を、漢字、カナ、アル
ファベットのいずれかで入力する

• 複数の実演家をまとめて検索することも可能
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• 利用したい作品の初回放映日がわかっている
場合などは、日付や期間を指定する

• これにより、その時期の実演に関してCPRAに
権利が委任されているか分かる



６．委任者公開システム概要

（２）実演家検索結果

• 該当する実演家の所属事務所や所属実演家団
体、および利用区分ごとのCPRA委任状況や委
任期間が表示される
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７．委任者公開システム概要

（３）実演家検索結果（複数）

• 複数の実演家を一括して検索した場合は、
検索結果も複数の実演家が同時に表示され
る
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